
2005.10.04 : 平成 16 年度 決算等審査特別委員会（第１０日目） 
「平成 16 年度仙台市一般会計歳入歳出決算中、歳出第８款消防費について」 

 

池田友信委員   

私の方からは、防災対策費に関連しましてお伺いしたいと思います。 

 防災対策ということになれば、いつ発生してもおかしくない宮城県沖地震及

び津波対策の状況と、それから災害が発生したときの対応の件についてお伺い

したいと思います。 

 まず、一つお伺いしたいのは、消防局として広域の災害が発生したというと

きの対応について、優先順位をどのように考えているのかお伺いいたします。 

 

警防部長   

同時多発災害が発生いたしました場合は、消防ヘリコプターや高所監視カメラ

などにより情報収集を行いまして、災害の危険度及び被害の規模などから判断

して人命の危険排除を最優先とした災害防護活動を展開することにしておりま

す。 

 

池田友信委員   

その次はどのような順序になりますか。人命のほかの問題について。 

 

警防部長   

人命の次につきましては、救助、救急、消火ということになります。 

 

池田友信委員   

私は、どういう災害の状況に優先して投入したり取り組むのかということを聞

いているんです。 

 

警防部長   

大規模な災害、例えば津波とかあるいは特殊建築物とか不特定多数の方が入る

建物とか、そのようなことを見まして危険度を判断いたしまして対応するとい

うことにいたしております。 

 

池田友信委員   

事前にちゃんと質問を出しているんですから、きちんと答弁してください。 

 人命救助が第一、これは当然です。市民の生命を守る。その次に消防として

やらなければならないのは、大規模な被害の発生のための状況でしょう。それ



から、危険度の高い施設とか、あるいは二次災害が発生するおそれがあるとい

うところに対して消防が優先して入らなければならないという状況でしょう。

そうじゃないですか。 

 

警防部長   

多数人が集まります建物とか、多くの人が災害に遭うような状況のところが最

優先、危険度が高いと考えます。 

 

池田友信委員   

それでは、５３年の宮城県沖地震のときにどんな状況だったのかお伺いします。

どういうところがあって、どういうところに消防として対策を投入されたのか。

その辺お伺いします。 

 

警防部長   

５３年の宮城県沖地震の際には、仙台市内におきまして８件の火災が発生いた

しております。そのうち２件は事後確知という状況になっております。これら

の火災を初めといたしまして、救助現場、それからコンビナート地区におきま

して油が流出したという事案がございましたので、それらの災害に出動いたし

ております。 

 

池田友信委員   

もっと正確にちゃんと話してください。幸町でタンク火災があったでしょう。

そういうところにはどれだけの人が投入されて、これは規模としては、優先順

位としては上ではないんですか、こういう状況の火災があったということは。

そういうことを聞いているんです。 

 

警防部長   

先ほど申し上げました事後確知の火災も含めまして８件発生した中には、幸町

のガス局で火災が発生いたしております。それも含めまして８件でございます。

幸町のガス局の火災におきましては、消防車両が４台出場いたしております。 

 

池田友信委員   

要は、今後の予想される宮城県沖地震に対して、あるいは津波に対して、対策

に取り組む状況についてどういうふうな優先順位を考えていくのかということ、

過去の状況を踏まえながらその対策に対してどんな準備をしてきたのか、ある

いは取り組んできたのかということを聞きたいんです。 



 

警防部長   

昭和５３年の宮城県沖地震におきましては、ブロック塀の倒壊などによりまし

て同時多発的に救助、救急事案が発生いたしました。本市、そして緊急消防援

助隊等の応援隊も含めた消防力を最も効果的に運用することが肝要だと考えて

おります。 

 また、コンビナート地区におきましては、昭和５３年には石油タンクからの

油流出事故が発生いたしまして、二次災害の防止のため消防部隊の重点的な投

入も行っております。そういうことから、今後の災害対応におきましてはこの

コンビナート地区も重要な地域と認識いたしております。 

 

池田友信委員   

要は、そういう地域にどれだけの消防あるいは消防団の人たちが投入されるか

によって、地域のそういう対策ということはもう自前でやらなければならない。

したがって、そういう重要地域に対する対策状況は大丈夫なんですかというこ

とを問いたいんです。ここがだめならば、災害が起きたときに全部消防団を含

めて、消防局を含めて全部投入しなければならない。そういう状況に対して問

題が解決されているんですか。どうなんですか。 

 

警防部長   

本市におきましては、地震災害消防活動計画を平成８年に策定いたしておりま

して、地震時にはその計画に従いまして活動を行うということにいたしており

ます。 

 それから、阪神淡路の震災を契機といたしまして、緊急消防援助隊が組織さ

れております。その他、県内におきましても消防相互応援協定もございます。

それら県内外の消防の応援、それから今委員からお話がありました消防団等、

それらの消防力を十分に効果的に活用してまいるというふうに考えております。 

 

池田友信委員   

今回の中で、全市の問題もあるんですが、一番消防局として優先順位を高くせ

ざるを得ない、そういう危険度のあるところ、あるいは大規模な火災とかいろ

んな被害が発生する、あるいは二次災害があるというところに対してはいち早

く行かなければならないですね。それはもう自前でできなかったら他県からも

要請するという状況になるわけです。いわばその地域が万全かどうかというこ

とに対して、いかに市民の消防に対するケアができるかできないかということ、

これは大きく左右するわけです。その地域はどこにあるかというと、仙台市の



東部地域なんです。仙台市の東部地域は、そういう意味で非常に危険な地域が

たくさんあります。この間の石油火災においても相当な消防車とかを導入して

対策をせざるを得ないという状況になっているんですが、現状の中で今後の東

部地域含めて、危険地域と称される防災対策上の問題点とか課題というのはど

ういうふうに決算を踏まえて受けとめておりますか。 

 

消防局次長   

委員御指摘の東部海岸沿いにおけるいわゆる地震、津波対策といった課題につ

きましては、津波に対する人命確保の観点から避難誘導に万全を期すことが重

要であると認識しております。 

 また、石油コンビナートを有する地域でありますことから、危険物保安の徹

底を図ることも必要であると考えております。特に平成１５年の十勝沖地震に

おきまして発生いたしました石油タンク火災を踏まえまして、液面揺動による

浮き屋根の損傷防止措置、タンク全面火災に対応するための泡放射砲の設置な

ど、コンビナート事業所における新たな安全対策の義務化が図られております

ことから、私どもといたしましてはその指導を徹底していく必要があるものと

認識しております。 

 

池田友信委員   

十勝沖地震のときに起きた問題はタンクの火災なんですが、通称スロッシング

という、要するにタンクの浮き屋根についてその振動によってこすられて油が

漏れて、そして発火するというタンクの構造上の問題を改善しなさいという通

達が出ているわけです。仙台港のところにそういうタンクというのはどのくら

いあるんですか。 

 

予防課長   

消防法上の対象タンクでございますけれども、容量１，０００キロリットル以

上の浮き屋根構造を有するタンクのうち、長周期地震動による液面揺動の高さ

が２メートル以上のもの、または容量が２万キロリットル以上のものというこ

ととされております。仙台地区のコンビナートにおきまして、この条件に合致

するタンクといたしましては、２メートル以上の揺動高さを有するタンクがな

いことは既に確認済みでございますので、容量２万キロリットル以上のタンク

が対象となりまして、その基数は全部で１１基となります。 

 

池田友信委員   

この１１基中、改修が必要なところ、ほとんど１１基がそうなのかどうか、あ



るいは改修期間はいつまでということなんですか。 

 

予防課長   

１１基すべてについて改修が必要となってございますけれども、改修に係る計

画期間が法令上定められておりまして、平成２９年３月３１日までとされてお

ります。 

 

池田友信委員   

２９年までですね。要するに法令としては２９年ですが、要はなんとかこれを

短縮しないとそういう火災が起こり得るという状況なわけです。これは今のと

ころ民間の中の改修をお待ちするしかないということですか。 

 

予防課長   

委員御指摘のとおり、民間施設のタンクとなりますので、民間の自費負担によ

る改修ということになります。 

 

池田友信委員   

実は、そこでいろいろ考えなければならないんですが、仙台港を中心とした東

部地域については、仙台市のＬＮＧの液化天然ガスの基地、タンク、それから

新日本石油ほかの石油タンクなどが非常に集積をしております。危険でありま

すけれども、貴重なエネルギーの基地なんですね。この辺については市長が出

身の御専門の通産の部分だと思いますけれども、仙台市だけでなくて東北のエ

ネルギー基地であります。したがって、もっと広く言いますと国策としての地

域別のエネルギーの拠点なんです。東北の拠点として、国としてもそういった

役割があるというふうに思っております。過日のアメリカで発生したハリケー

ンのカトリーナの災害において、石油の供給の不安の緩和のために日本政府が

支援する方針にのっとって、経済産業省が政府の要請でこの基地の人たちがア

メリカの方に２万５０００キロリットル、レギュラーガソリンを輸出しており

ます。４社でやっております。したがって、この仙台港の地域は国策上からい

っても重要なエネルギー基地であり、私は大規模の災害に対して民間の努力だ

けにゆだねるのではなくて、あるいは地方自治体だけではなくて、国としての

防災対策があってしかるべきだと思うのであります。これまでに国としてこう

いった役割を与えられて、あるいは果たしているわけです。そういう中で、防

災対策として国がこの地域に取り組んできた状況があるかどうか。あるいは国

にそういうことをしてほしいという要請を県なり市が申し立てをしておる状況

があったんですか。その辺をお伺いします。 



 

危機管理監   

石油コンビナート地区の安全確保につきましては、経済産業省所管の石油貯蔵

立地対策等交付金制度というのがありまして、それを活用しまして周辺地域の

消防設備、それから施設といった公共用の保全施設の整備を行ってきていると

ころでございます。 

 また、国への働きかけの部分でございますけれども、平成１５年の５月に発

生しました宮城県沖地震を契機といたしまして、本市から直接国の方に働きか

けを行いまして、宮城県沖地震対策に係る特別措置法の制定、それに絡めて地

震防災に係る施設の整備推進を求める旨の緊急要望を行ったということでござ

いますけれども、その結果といたしまして、御存じのとおり日本海溝等の外溝

型の地震に対する特別措置法が制定されたという状況でございます。 

 また、委員から御指摘のありました東部海岸の石油基地につきましては、エ

ネルギー拠点として重要でありますし、万一の際の危険性といったものにかん

がみまして、保安対策が円滑に進むように今後とも国に対しまして必要な働き

かけを行っていきたいと考えております。 

 

池田友信委員   

話がまた変わりますが、前の議会で私は質問いたしましたが、連合町内会から

も要請がありました仙台港周辺を中心とした津波の襲来のときに、せっかくあ

る公共施設、高い施設であります東部高速道路を避難地として利用できるよう

な方法を考えてはどうかという提案をされましたが、これについてどんな形で

取り組んでおりますか。 

 

危機管理監   

多分東部道路に関する問題かなと考えております。東部道路を津波の避難場所

として活用するための働きかけについてだと考えておりますが、津波が発生し

た場合の避難は、津波警戒区域の外に避難することが基本でございますけれど

も、どうしても区域内から出られない方がいるというような場合には、近くに

ある高い建物に避難していただくということも有効なことかなと考えておりま

す。このようなことから、周辺よりも一段高い仙台東部道路等におきましては、

一時的に避難するということも想定されますことから、東部道路に関して当時

の道路公団の東北支社の方といろいろ協議をさせてもらったところでございま

す。その協議の中で、例えば東部道路につきましては地域防災計画上緊急輸送

路という指定もございますので、その兼ね合いもございますし、それからこれ

は車が通行いたしておるものですから、一時的に避難した方の安全確保の問題



等々が出てきたわけでございます。こうしたことを踏まえまして、関係機関と

調整をしなければならないという状況にあるわけでございますけれども、委員

御指摘のとおりの内容も含めまして、県、それからこの１０月１日に民営化に

移行いたしました東日本高速道路株式会社等と、体制も変わったことでもあり

ますし、急いで協議をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 

池田友信委員   

国から委託された道路公団にそれを話したって、それは役割以上のことはやら

ないです。国の法を改正するようにしないと、道路公団なんてにっちもさっち

も行かないでしょう。だから、そこを国に働きかけるべきでないのかというこ

とをかねがね言っているわけです。 

 いろいろ言いたいことはありますが、津波に対しても一応避難しなさいとい

う地域を指定はしましたけれども、避難の誘導は全然なっておりません。した

がって、どういうところに避難するかということも、これもぜひ早急に確立し

てください。 

 最後に市長にお伺いいたして終わりたいと思いますが、まず一つは安全・安

心のまちをつくるためには、何としても国策とも言えるエネルギー基地の役割

を果たしている仙台の東部地域、災害が発生しやすいかどうかということによ

って仙台市民の災害に対する軽減がされるかどうかという形になると思います

ので、ぜひ地域の安全と安心を守るためにも民間だけあるいは仙台市だけがそ

れに取り組むというのではなくて……。 

 

池田友信委員   

国土の安全、エネルギー基地の確保という意味での国策としての防災対策にも

っと強烈に取り組んでいただきたいということをぜひ国に対して、あるいは市

長会でも申して国にいろんな形で要請をしていただきたいとひとつお願いした

いと。 

 それから、二つ目は、東部道路の津波の避難場所としての利用については、

今言ったように国の法律を改正しないとこれは前に進みません。したがいまし

て、法の改正の要請をすべきではないかという点。 

 三つ目に、先ほどの石油タンクのスロッシングの問題は、これは民間の企業

だから民間にということになって災害が発生したのでは我々地方自治体とか地

域の人たちは困るわけです。したがって、その改善を促進するための方策とし

て、通産省出身の市長として何らかの方策で改善を早めるための、例えば融資

制度だとか補助がつけられるのだったらそういう形で対策をするという形の改

善の短縮を図る方法をするかしないかで、私は地域の災害が非常に円滑にいく



かどうかという形になると思いますので、この三つの点について市長の見解を

お伺いして終わりたいと思います。 

 

市長   

委員から御指摘のありましたさまざまの点につきまして、全く私としても意を

同じくしまして市民の安心・安全、とりわけ地震、津波対策に万全を期したい

と思っております。これまでも宮城県市長会ですとか東北市長会などを通じま

して各種の法律の制定などを要望してまいりました。私の市長就任直後の宮城

県市長会におきましても、８月１６日の地震の教訓を踏まえまして要望書の文

章にも急遽手を入れていただくといったこともやってまいりました。しかしな

がら、御指摘のように市長会などを通じた間接的な働きかけも重要ではござい

ますが、私自身が政府の関係省庁に直接参りまして、いろいろな今御指摘のあ

った点について、私が直接国の関係者と議論をしたいと思っております。 

 各論になりますが、東部道路の使用につきましては、委員御案内のように法

律問題があるわけでございます。これも私自身の法律知識を用いまして、私な

りの法律的な整理ができるものかどうか私自身が勉強してみたいと思いますし、

国の防災の関係者、とりわけ法制面に詳しい方と直接議論してみたいと思いま

す。 

 ３番目の石油タンクのいわゆる液面揺動による浮き屋根の損傷、いわゆるス

ロッシング現象の対策でございますけれども、先ほど答弁申し上げましたよう

に、法律上は平成２９年３月末までにこれを修理する、改善するということに

なっております。先ほどの答弁にありましたように、２万キロリットル以上の

容量のタンクが１１基、仙台港周辺にあるわけでございます。現在、原油価格

の高騰その他の経済情勢がございますので、石油元売各社を取り巻く状況は非

常に厳しいものであると容易に推察されるわけでありまして、こういった安全、

保安面に対する新規の投資が果たしてスムーズにいこうとしているのかどうか、

これも私自身がよく調べてみたいと思います。先ほど休憩時間中に私の元の同

僚であります資源エネルギー庁の石油精製備蓄課長に直接電話で問い合わせま

したところ、タンクの浮き屋根の改修については、国の財政投融資の対象にな

るという回答を得たところでございます。具体的なスキームについては私も詳

しくは承知していないんですけれども、既に１８年度の予算要求は終わってお

りますので、平成１９年度以降の財政投融資要求に盛り込んでいただくことな

ども含めて、私がおりました経済産業省の元同僚とも真剣に交渉してみたいと

思っております。 

 

 


